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告
　
示

◯
公
平
委
員
会
の
事
務
の
受
託
（
八
八
七
・
市
町
村
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
八
八
八
・
大
館
保
健
所
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
八
八
九
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

公
　
告

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定
（
鹿
角
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
物
品
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
管
財
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
政
治
団
体
の
設
立
の
届
出
（
一
七
一
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
政
治
団
体
の
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
（
一
七
二
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
公
職
の
候
補
者
の
資
金
管
理
団
体
の
異
動
の
届
出
（
一
七
三
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
公
職
の
候
補
者
の
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
の
届
出
（
一
七
四
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

秋
田
県
告
示
第
八
百
八
十
七
号

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
及
び
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
北
市

の
公
平
委
員
会
の
事
務
を
次
の
規
約
の
と
お
り
受
託
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

仙
北
市
と
秋
田
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約

（
委
託
事
務
の
範
囲
）

第
一
条

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
仙
北
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
平
委
員

会
の
事
務
を
秋
田
県
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
。

（
管
理
及
び
執
行
）

第
二
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
た
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と
い
う
。
）
の
管
理
及

び
執
行
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
務
に
関
す
る
乙
の
人
事
委
員
会
規
則
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

（
経
費
の
支
弁
）

第
三
条

委
託
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
要
す
る
経
費
は
乙
が
支
弁
し
、
そ
の
経
費
は
甲

が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
経
費
の
負
担
に
関
し
て
は
、事
務
処
理
に
要
し
た
実
費
に
つ
き
乙
が
精
算
し
た
額
と
し
、

乙
の
請
求
に
よ
り
甲
が
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（
決
算
の
場
合
の
措
置
）

第
四
条

乙
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
三
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
、
決
算
の
要
領
を
公
表
し
た
と
き
は
、
同
時
に
当
該
決
算
の
委
託
事
務
に
関
す
る

部
分
を
甲
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
条
例
、
規
則
等
の
制
定
改
廃
の
場
合
の
措
置
）

第
五
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
人
事
委
員
会
規
則
等
の
制
定
改
廃

が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
は
直
ち
に
そ
の
旨
を
書
面
で
甲
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

甲
が
職
員
に
関
す
る
条
例
、
規
則
等
を
制
定
改
廃
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
書
面
で
乙

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
必
要
な
事
項
）

第
六
条

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
甲
と
乙
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
約
は
、
乙
の
議
会
の
議
決
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
八
百
八
十
八
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ
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秋
田
県
告
示
第
八
百
八
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
十
月
十
三
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
花
輪
地
区
担
い
手
育
成
基
盤
整
備
事

業
）
換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
七
年
十
月
十
二
日
か
ら
同
年
十
一
月
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
鹿
角
市
役
所

物
品
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
数
量

加
圧
式
ニ
ー
ダ
　
一
式

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
八
年
二
月
二
十
八
日
（
火
）

（四）

納
入
場
所

秋
田
県
産
業
技
術
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（二）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（三）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
（
電
話
番
号
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日
（
火
）
か
ら
同
月
二
十
日
（
木
）
ま

で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日
（
金
）
午
前
十
一
時

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百

六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

名
　
　
　
称

あ
お
ぞ
ら
薬
局

観
音
堂
店

所
　
　
　
在
　
　
　
地

秋
田
県
大
館
市
字
観
音
堂
四
百
二
十

四
番
五
号

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
一
日

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

秋
田
八
郎
潟
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

秋
田
市
添
川
字
境
内
川
原
二
〇
六
番
一
地
先
か
ら

二
一
三
番
三
地
先
ま
で

秋
田
市
添
川
字
境
内
川
原
二
一
七
番
五
地
先
か
ら

字
添
川
一
六
八
番
六
地
先
ま
で

公
　
　
　
　
　
　
告



平成17年10月11日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1717号

六
　
そ
の
他

（一）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（二）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（三）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（四）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（五）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

秋
選
管
告
示
第
百
七
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

３

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

藤
原
友
一
後
援
会

元
気
な
秋
田
を
つ
く
る
女
性
の
会

佐
藤
ま
さ
ひ
ろ
後
援
会

谷
藤
清
人
後
援
会

倉
山
ゆ
う
い
ち
後
援
会

木
元
準
一
郎
後
援
会

東
海
林
洋
後
援
会

渡
部
功
後
援
会

小
杉
良
一
後
援
会

小
松
よ
し
つ
ぐ
後
援
会

会
計
責
任
者
氏
名

佐
　
藤
　
嘉
　
毅

真
　
坂
　
万
里
子

飛
　
田
　
　
　
清

川
　
越
　
仁
　
司

須
　
田
　
　
　
昇

内
　
藤
　
幸
　
子

東
海
林
　
留
美
子

伊
　
藤
　
信
　
一

佐
々
木
　
茂
　
見

古
　
関
　
金
　
雄

代

表

者

氏

名

黒
　
木
　
隆
　
治

荘
　
司
　
生
　
子

藤
　
原
　
　
　
強

高
　
橋
　
一
　
郎

倉
　
山
　
郁
　
一

内
　
藤
　
民
　
治

東
海
林
　
　
　
洋

鈴
　
木
　
良
　
二

小
　
杉
　
良
　
一

遠
　
藤
　
忠
　
平

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

由
利
本
荘
市
鳥
海
町
小
川
字
楢
ノ
木
平
二
十
三
番
地

雄
勝
郡
羽
後
町
上
到
米
字
上
野
三
十
三
番
地

平
鹿
郡
平
鹿
町
醍
醐
字
中
篭
田
八
番
地

平
鹿
郡
山
内
村
平
野
沢
字
下
三
明
岡
十
四
番
地
一

由
利
郡
象
潟
町
一
丁
目
塩
越
百
四
十
八
番
地

平
鹿
郡
増
田
町
増
田
字
一
本
柳
西
六
番
地
二

湯
沢
市
下
院
内
字
常
磐
町
百
七
番
地

由
利
本
荘
市
米
坂
字
家
ノ
前
十
一
番
地

由
利
本
荘
市
小
栗
山
字
見
岫
野
五
十
番
地

由
利
本
荘
市
東
由
利
舘
合
字
松
沢
六
十
八
番
地

届

出

年

月

日

平
成
十
七
年
九
月
一
日

平
成
十
七
年
九
月
二
日

〃

平
成
十
七
年
九
月
六
日

平
成
十
七
年
九
月
九
日

平
成
十
七
年
九
月
十
三
日

〃

平
成
十
七
年
九
月
十
四
日

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

〃



平成17年10月11日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1717号

秋
選
管
告
示
第
百
七
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
七

年
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨
の

届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

４

東
海
林
洋
後
援
会

渡
部
功
後
援
会

小
杉
良
一
後
援
会

小
松
よ
し
つ
ぐ
後
援
会

小
松
幸
夫
後
援
会

阿
部
一
雄
後
援
会

東
海
林
　
留
美
子

伊
　
藤
　
信
　
一

佐
々
木
　
茂
　
見

古
　
関
　
金
　
雄

小
　
松
　
広
　
道

佐
々
木
　
正
　
美

東
海
林
　
　
　
洋

鈴
　
木
　
良
　
二

小
　
杉
　
良
　
一

遠
　
藤
　
忠
　
平

菊
　
地
　
美
作
男

阿
　
部
　
征
　
子

湯
沢
市
下
院
内
字
常
磐
町
百
七
番
地

由
利
本
荘
市
米
坂
字
家
ノ
前
十
一
番
地

由
利
本
荘
市
小
栗
山
字
見
岫
野
五
十
番
地

由
利
本
荘
市
東
由
利
舘
合
字
松
沢
六
十
八
番
地

由
利
本
荘
市
小
栗
山
字
見
岫
野
七
十
一
番
地

由
利
本
荘
市
岩
城
亀
田
大
町
字
肴
町
三
十
番
地

〃

平
成
十
七
年
九
月
十
四
日

平
成
十
七
年
九
月
十
五
日

〃

平
成
十
七
年
九
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
九
日

そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

異

動

事

項

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

届

出

年

月

日

佐
藤
と
く
お
後
援
会

男
鹿
市
吉
田
直
儀
後
援
会

す
ず
き
和
夫
後
援
会

新
し
い
横
手
市
を
つ
く
る

市
民
の
会

平
鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
字
浅
舞
三
十
九
番
地
二

吉
　
田
　
直
　
儀

す
ず
き
か
ず
お
後
援
会

鈴
　
木
　
孝
　
弥

新
し
い
平
鹿
町
を
つ
く
る
町
民
の
会

平
鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
字
浅
舞
二
百
三
十
三
番
地

吉
　
田
　
為
　
昭

菊
　
地
　
謙
　
逸

平
鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
字
覚
町
後
百
六
十
九
番
地
四

岩
　
谷
　
　
　
勉

す
ず
き
和
夫
後
援
会

梅
　
津
　
栄
　
一

新
し
い
横
手
市
を
つ
く
る
市
民
の
会

平
鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
字
福
田
二
百
二
十
二
番
地

真
　
田
　
倉
　
平

松
　
沢
　
清
　
光

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代

表

者

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

政
治
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代

表

者

会

計

責

任

者

平
成
十
七
年
九
月
二
日

平
成
十
七
年
九
月
五
日

〃

平
成
十
七
年
九
月
七
日



平成17年10月11日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1717号

秋
選
管
告
示
第
百
七
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
公
職
の
候
補
者
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十

九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

５

佐
々
木
誠
後
援
会

田
代
ち
よ
し
後
援
会

梶
原
良
平
後
援
会

戸
田
久
一
後
援
会

深
澤
重
俊
後
援
会

横
山
た
だ
な
が
後
援
会

佐
藤
賢
一
後
援
会

大
関
嘉
一
後
援
会

堀
井
克
見
後
援
会

佐
々
木
　
栄
　
作

石
　
川
　
留
　
治

由
利
本
荘
市
鳥
海
町
下
笹
子
字
間
木
ノ
平
四
十
九
番
地

三三
　
浦
　
幸
　
夫

由
利
本
荘
市
川
西
字
米
山
下
七
十
番
地

三
　
浦
　
　
　
新

深
　
澤
　
清
　
助

藤
　
原
　
吉
　
一

由
利
郡
象
潟
町
字
才
の
神
二
十
番
地
三
十
一

高
　
野
　
欽
　
一

加
　
藤
　
重
　
男

真
　
壁
　
末
治
郎

若
　
皆
　
忠
　
夫

新
　
山
　
昌
　
樹

由
利
本
荘
市
鳥
海
町
上
笹
子
字
下
野
百
七
番
地

鈴
　
木
　
　
　
充

由
利
本
荘
市
川
西
字
神
田
百
十
三
番
地
一

三
　
浦
　
文
　
夫

佐
　
藤
　
隆
　
太

深
　
澤
　
清
　
助

由
利
郡
象
潟
町
字
大
門
先
十
九
番
地
一

冨
　
樫
　
　
　
正

福
　
田
　
信
　
義

鎌
　
田
　
一
　
男

代

表

者

会

計

責

任

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代

表

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代

表

者

代

表

者

会

計

責

任

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

代

表

者

代

表

者

代

表

者

平
成
十
七
年
九
月
七
日

平
成
十
七
年
九
月
八
日

平
成
十
七
年
九
月
九
日

平
成
十
七
年
九
月
十
三
日

〃〃

平
成
十
七
年
九
月
十
四
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
一
日

平
成
十
七
年
九
月
二
十
七
日

資
金
管
理
団
体
の
届

出
事
項
の
異
動
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

田
　
代
　
千
代
志

資
金
管
理
団
体
の
名
称

田
代
ち
よ
し
後
援
会

新

田
代
ち
よ
し
後
援
会

仙
北
郡
西
木
村
小
渕
野
字
中
関
百
三
十

六
番
地

公
職
の
種
類

西

木

村

長

（
現
職
）

旧

田
代
千
代
志
後
援
会

仙
北
郡
西
木
村
下
桧
木
内
字
松
葉
百
十

八
番
地

届

出

年

月

日

平
成
十
七
年
九
月
八
日

内
　
　
　
　

容

異
動
事
項

資
金
管
理
団
体

の

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地



平成17年10月11日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1717号

秋
選
管
告
示
第
百
七
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
公
職
の
候
補
者
等
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十

九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

６

出
事
項
の
異
動
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

田
　
代
　
千
代
志

資
金
管
理
団
体
の
名
称

田
代
ち
よ
し
後
援
会

新

田
代
ち
よ
し
後
援
会

仙
北
郡
西
木
村
小
渕
野
字
中
関
百
三
十

六
番
地

公
職
の
種
類

西

木

村

長

（
現
職
）

旧

田
代
千
代
志
後
援
会

仙
北
郡
西
木
村
下
桧
木
内
字
松
葉
百
十

八
番
地

届

出

年

月

日

平
成
十
七
年
九
月
八
日

異
動
事
項

資
金
管
理
団
体

の

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

資
金
管
理
団
体
の
取
消
の

届
出
を
し
た
者
の
氏
名

吉

　

田

　

直

　

儀

名
　
　
　
　
　
　
称

男
鹿
市
吉
田
直
儀
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

男
鹿
市
松
木
沢
字
松
木
十
八
番
地

公
職
の
種
類

男
鹿
市
議
会
議
員

（
候
補
者
と
な
ろ

う
と
す
る
者
）

代
表
者
氏
名

吉
　
田
　
直
　
儀

届

出

年

月

日

平
成
十
七
年
九
月
五
日

取
　
り
　
消
　
し
　
た
　
資
　
金
　
管
　
理
　
団
　
体

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu
b
arain
satsu
.co
.jp

古紙配合率100％


